
関東運輸局プレスリリース
令和５年１０月２０日

令和５年１１月２０日より東京都多摩地区、神奈川県京浜地区及び
相模・鎌倉地区、埼玉県、千葉県、山梨県Ｂ地区のタクシー運賃が
変わります。

～ タ ク シ ー の 運 賃 改 定 に つ い て ～

昨年12月以降、タクシーの運賃改定要請が行われておりました、東京都多摩
地区、神奈川県京浜地区及び相模・鎌倉地区、埼玉県Ａ地区及びＢ地区、千葉
県Ａ地区及びＢ地区、山梨県Ｂ地区の計８地区について、10月20日付けで新た
な運賃を公示しましたのでお知らせします。

今回の運賃の変更により、物価高騰に対応するとともに、タクシー運転者の
労働環境の改善・人材確保を図ることとしております。

１．新運賃の概要（普通車上限運賃の場合）

※運賃表は、別紙１－１～別紙１－８のとおり

２．運賃適用地域
別添１のとおり

３．所要増収率の算定根拠
別添２－１～別添２－８のとおり

４．実施時期：令和５年１１月２０日（月)

連絡先 関東運輸局自動車交通部 旅 客 第 二 課 石毛・佐藤
電話：045-211-7246（直通）・ F A X：045-201-8802

（配布先）横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ、
埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、
関東運輸局記者会（ハイタク等専門紙）



１．特定大型車

初乗運賃

30分

Ａ 100 円 1 分 15 秒 Ａ 4,060 円

Ｂ 100 円 1 分 20 秒 Ｂ 3,990 円

Ｃ 100 円 1 分 20 秒 Ｃ 3,920 円

Ｄ 100 円 1 分 20 秒 Ｄ 3,850 円

100 円 1 分 20 秒 3,780 円

２．大型車

初乗運賃

30分

Ａ 100 円 1 分 20 秒 Ａ 3,860 円

Ｂ 100 円 1 分 25 秒 Ｂ 3,790 円

Ｃ 100 円 1 分 25 秒 Ｃ 3,710 円

100 円 1 分 25 秒 3,640 円

３．普通車

初乗運賃

30分

Ａ 100 円 1 分 25 秒 Ａ 3,650 円

Ｂ 100 円 1 分 30 秒 Ｂ 3,580 円

Ｃ 100 円 1 分 30 秒 Ｃ 3,500 円

100 円 1 分 30 秒 3,430 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

3,500 円

下 限 運 賃 470　円 251 ｍ 100 円 下 限 運 賃 30 分 3,430 円

運 賃 480　円 246 ｍ 100 円 運 賃 30 分

3,650 円

運 賃 490　円 241 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,580 円

（上限運賃） 500　円 236 ｍ 100 円 （上限運賃） 30 分

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

1.121㎞

510　円 232 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,710 円

500　円 236 ｍ 100 円 下 限 運 賃 30 分

3,860 円

運 賃 520　円 227 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,790 円

運 賃

（上限運賃） 530　円 223 ｍ 100 円 （上限運賃） 30 分

3,640 円下 限 運 賃

3,780 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

1.121㎞

下 限 運 賃 530　円 223 ｍ 100 円 下 限 運 賃 30 分

運 賃 560　円 211 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,990 円

3,920 円

運 賃 540　円 219 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,850 円

運 賃 550　円 215 ｍ 100 円 運 賃 30 分

1.121㎞

（上限運賃） 570　円 207 ｍ 100 円 （上限運賃）

埼玉県Ａ地区　運賃表

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

30 分 4,060 円

別紙１－４


